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（ 要 旨 ） 

  西新宿５丁目中央北地区再開発は新宿区の特例により優遇され巨額の利益を生む開

発です。新宿区はさらに助成金を支出して支援しています。助成金の支出の是非につい

て検証してください。 

（ 理 由 ） 

私は平成２０年２月５日に陳情書を提出しましたがずっと審査が行われず、継続審査

の扱いになっていました。私達の陳情を新しい議員さんも参加して時間をかけて審議を

して下さい。特に淀橋会館の２８６坪の土地の評価について隣家と前面の家の土地の差

額など審査をお願いします 

また、１４～１５年前に近隣の羨望を浴びながら再開発に参加した方は自宅の価値が

半額になったとのことです。調査が必要です。 

６０階で床面積９０，０００㎡ですから９０㎡のマンションが１，０００戸です。 

４４階菱和西新宿の１．５倍、３７階新宿シティタワーの３倍の規模の超大型マンショ

ンが誕生します。この間、新宿シティタワーの１００㎡マンションが２億３千万円で販

売されていました。安く見積もっても１，０００億円以上の販売価格になると予想しま

す。建設費、土地代、移転費等々を考慮しても莫大な余剰金が発生するのではないでし

ょうか。かなり商業ベースが高い開発になるのではないか。当初の開発の趣旨から大き

く逸脱していませんか。土地の高度利用、定住促進等の大義名分のもと環境、景観を無

視してまで６０階２００ｍのマンションが必要なのか。３０階１００ｍで充分目的は達

成できます。 

誰が一番利益になるのかわかりませんが新宿区は開発特例（高度、容積）、助成金補

助までしてなぜ利益誘導するのか。 

開発の内容が助成対象となるか否か。充分に検証する必要があります。そしてその検

証結果を公表、説明責任が新宿区にはあります。今後の監査に対応出来るか助成決定前

に検証結果を公表してください。ガラス張りで透明性の高い行政をお願いします。 

新宿区と協働で検証しましょう。 

外部監査を導入して、検証してください。 

また、公金を支出するのですから震災時には食糧の備蓄、老人介護施設、高齢者介護

住宅、区営住宅等に提供することも検討されるべきです。 

 


